
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「米子市議会における災害発生時の対応要綱」(議会対策本部の設置)第２条の規定を準用 

 

 

【参 考】「米子市議会における災害発生時の対応要綱」（平成３０年４月１日施行） 

第２条 米子市議会議長（以下「議長」という。）は、地震等の災害により市対策本部が

設置された場合、これに協力するため、米子市議会内に米子市議会災害対策本部（以

下「議会対策本部」という。）を設置することができる。 

•本部長は議会感染症対策本部の事務を総括し、本部役員及び本部員を指
揮監督する。 

•市感染症対策本部等の報告を受け各議員に情報提供を行う。 

•議会対応について協議する。 

•本部長が必要と認める事項に関する事務を行う。 

議会感染症
対策本部の
役   割 

•議員は議会感染症対策本部からの情報を受け、内容について照会する場
合は、議会事務局へ行う。※直接、市担当課へは問い合わせない。 

•必要に応じて国・県等への要望を行う。 

議 会 

の 対 応 

•事務局長は市感染症対策本部の会議等に出席し、情報収集を行う。 

•市感染症対策本部等から提供された情報を議会感染症対策本部へ提供す
る。 

議会事務局
の 対 応 

米子市議会新型コロナウイルス感染症対策本部の設置 

米子市新型コロナウイルス感染症対策本部 

米子市議会新型コロナウイルス感染症対策本部  

【構 成】 

本部長（議長） 副本部長（副議長） 本部役員（各会派代表） 

本部員（上記を除くすべての議員） 

情報提供 協力 


